
           川崎市看護師等養成所運営費補助金交付要綱            

 

 （趣 旨） 

第１条 この要綱は、看護師充足対策の一環として市内の看護師及び准看護師の養成所の強化

並びに充実を図るため養成所の運営に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交

付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （定 義） 

第２条  この要綱において養成所とは、保健師助産師看護師法(昭和２３年法律第２０３号。以

下「法」という。)第２１条第１号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学、同条第２号

若しくは法第２２条第１号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校又は法第２１条第３

号の規定に基づき知事が指定する看護師養成所若しくは法第２２条第２号の規定に基づき知

事が指定する准看護師養成所であって市内に所在するもの（市立看護大学を除く。）とする。 

（補助金の額等） 

第３条 補助の対象とする経費は、養成所の運営に係る経費とする。 

２ 補助金の交付額は別表に定めるとおりとする。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、交付申請書（第

１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。 

（１）歳入歳出予算書 

（２）事業計画書（第３号様式） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 （交付条件） 

第５条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するため

に、次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）補助金を第３条第１項に規定する経費以外の経費に使用してはならないこと。 

（２）補助金の交付を受けた者は、養成所の運営に係る会計経理を明確にしなければならないこ

と。 

（３）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情により養成所の運営の全部又は一部を

継続できなくなった場合は、速やかに市長に報告しなければならないこと。 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、補助金の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補

助金の交付の決定をするものとする。 

 （決定の通知） 

第７条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容及び第５条に規定

する交付条件等を付して、申請者に通知するものとする。 

 （変更時の承認） 

第８条 第５条第３号に規定する市長の承認を受けようとする場合は、変更（中止・廃止）承認



申請書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の返還） 

第９条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は

一部を返還させるものとする。この場合において、市長は期限を定めて当該補助金の返還を命

ずるものとする。 

（１）偽りその他不正な方法で補助金の交付を受けたとき。 

（２）第５条に規定する条件に違反したとき。 

（３）天災地変その他補助金の交付後生じた事由により養成所の運営ができなくなったとき。 

（４）前各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。 

 （実績報告） 

第１０条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後１箇月以内に次に掲げる書類を市長に提出

しなければならない。 

（１）歳入歳出決算書 

（２）事業実績報告書（第４号様式） 

 （書類の整備） 

第１１条 補助金の交付を受けた者は、養成所の運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

を備え、整備保管をしておかなければならない。  

２ 前項に規定する帳簿は、市長が第６条の規定により補助金の交付を決定した日の属する川

崎市の会計年度から５年間保存をしなければならない。 

 （届出事項） 

第１２条 補助金の交付を受けた者が住所若しくは氏名を変更したとき又は養成所を廃止した

ときは、速やかに文書で市長に届出しなければならない。 

 （委 任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康福祉局長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、昭和５０年１２月８日（以下「施行日」という。）から施行し、昭和５０年４

月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 施行日から昭和５１年３月３１日までの間は、第４条の規定中「毎年５月１５日」とあるの

は「昭和５０年１２月２４日」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この改正要綱は、昭和５１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、昭和５４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、昭和５５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、昭和５７年４月１日から適用する。 



   附 則 

 この改正要綱は、昭和６３年５月１３日から施行し、昭和６３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成１０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成１３年１月６日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成１４年３月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成１７年５月９日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、決裁日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

  附 則 

この改正要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 

別表（第３条関係） 

 保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和２６年文部・厚生省令第１号。）に基づく養成 

所のうち、  

 第４条第１項に規定する基準を満たす養成所１学級につき   ３００，０００円 

 第４条第２項に規定する基準を満たす養成所         ２５０，０００円 

 第５条に規定する基準を満たす養成所            ２１０，０００円 


